
 

 

 

 

 

 

 

■第１４号 平成２３年 ８月 １8 日  

■発 行 第三地区まちづくり(住民自治）協議会  

 

 

 

 

 

 

１１１１．．．．    開催日時開催日時開催日時開催日時    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日((((木木木木))))    13131313 時時時時 00000000 分分分分    ～～～～    16161616 時時時時 00000000 分分分分    

２２２２．．．．    場場場場        所所所所    権堂町権堂町権堂町権堂町ｱｰｹｰﾄﾞｱｰｹｰﾄﾞｱｰｹｰﾄﾞｱｰｹｰﾄﾞ通通通通りりりり    

(岡本邸・明治屋神士服店右角) 

   

 

 

   

 

 

 

 

    

    

サロンサロンサロンサロン事業事業事業事業((((まちのまちのまちのまちの縁側縁側縁側縁側))))にはにはにはには、、、、大勢大勢大勢大勢のののの方方方方のののの立立立立ちちちち寄寄寄寄りりりりをおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

    

 

 

１． 開催日時 平成２３年９月１１日(日) 9 時 00 分集合、 

準備体操 花火を合図に 10 時出発 

２． 場  所 柳市会場(八十二銀行東支店駐車場・中部電力㈱長野支店構内・道路ホコ天) 

３． 集合場所  中部電力㈱長野支店正面玄関前 

４． 申し込み  ポールの準備が必要なため、申し 

込みは各町区の福祉推進員まで又は 

古藤部会長まで電話してください。 

 

 

      

 

回回回回    覧覧覧覧    

ササササ    ロロロロ    ンンンン    事事事事    業業業業    ((((まちのまちのまちのまちの縁側縁側縁側縁側))))    

去る７月２６日に前記場所にてプレオ

ープンした内容を長野市民新聞(8/2)の

紙上に紹介された。 

 古藤福祉保健部会長は、空店舗を活用

したく探していたところ福祉推進員宅の

この場所となった。高齢者が道路から簡

単に入室できて参加しやすい、気軽に立

ち寄り出来るので世代間を超えて人と人

のつながりを築く場にしていきたいと期

待しています。 



 

 

                    災害時要援護者支援事業災害時要援護者支援事業災害時要援護者支援事業災害時要援護者支援事業のののの体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり 

    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011.8.1「広報ながの」より 

 

 

 

 

  東後町商盛会東後町商盛会東後町商盛会東後町商盛会    

９月３日(土)  歩行者天国   中央通り (昭和通りより善光寺入口まで) 

大道芸大会 午後 1 時 30 分より午後 8 時 30 分 

                       真田姫行列 

１０月２日(日)  歩行者天国   午前 11 時より午後 5 時まで 

                      神輿巡行 

             信濃の国踊り 

             エンターテイメント 

             野菜市 

 １０月２３日（日）落語会「門前寄せ」 

          会場 しなのき  立川 談慶 

 １１月１９日～２３日 長野恵比寿講 

柳町通柳町通柳町通柳町通りりりり商栄会商栄会商栄会商栄会    

９月１１日(日)     やなぎやなぎやなぎやなぎ市市市市    午前 10 時～午後 15 時     

                                            城東小学校合唱 

                           柳町中学校合唱 

              柳町中学校吹奏楽 

              飲食コーナー 

              (やきそば・やきとり・団子・おやきなど) 

  現在、防犯安全部会と福祉保健部会と協働

でこの体制作りのための検討を進めていま

す。 

第三地区には、要援護者の方々が合計 481

名おみえになります。この方々を支援してい

くために、町区には、防災上どんな施設等が

あるのか防災マップに表示し、支援に当たっ

ては、それぞれ各町区内の住民環境を考慮し

ながら町区と協力し適正に対応できる方法

等を検討していきます。 

左図のように推進し要援護者の命と財産

を守るためには、協議会と町区と住民の皆様

と一体になって取り組む必要があります。 

 支援体制の確立に協力をお願い致します。 

                    


